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横浜市水道局の取り組み事例横浜市水道局の取り組み事例

第第33回回 新水道ビジョン策定検討会新水道ビジョン策定検討会

平成平成2424年年33月月2626日日

横浜市水道局横浜市水道局 浄水部長浄水部長 清塚清塚 雅彦雅彦
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平成平成2424年度年度

水道局予算の施策体系水道局予算の施策体系
33本の柱本の柱

安全・安心な水安全・安心な水

信頼のサービス信頼のサービス

環境への貢献環境への貢献

あんあん

しんしん

かんかん
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安全・安心な水安全・安心な水
１１ トップレベルの安全でおいしい水トップレベルの安全でおいしい水

（１）（１） 道志水源林の保全道志水源林の保全

（２）（２） 道志村生活排水処理事業への助成道志村生活排水処理事業への助成

（７）（７） 塩素注入量の低減化塩素注入量の低減化

（８）（８） 横浜独自の水質目標に基づく水質管理横浜独自の水質目標に基づく水質管理

２２ 蛇口にいつでも新鮮な水蛇口にいつでも新鮮な水
（２）（２） 直結給水の促進直結給水の促進

（３）（３） 子供たちが水道水を飲む文化を育む事業子供たちが水道水を飲む文化を育む事業

３３ 災害に強い信頼のライフライン災害に強い信頼のライフライン
（７）（７） 老朽管更新・管網整備による配水管の耐震化老朽管更新・管網整備による配水管の耐震化

※※ 災害対策訓練災害対策訓練
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環境への貢献環境への貢献

４４ 環境にやさしい水道システム環境にやさしい水道システム
（３）（３） 市民ボランティアとの協働による水源林の整備市民ボランティアとの協働による水源林の整備

（４）（４） 水源エコプロジェクトＷ－ｅｃｏ・ｐ（ウィコップ）水源エコプロジェクトＷ－ｅｃｏ・ｐ（ウィコップ）

（５）（５） 環境教育の充実環境教育の充実
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信頼のサービス信頼のサービス

５５ お客さま満足度の高い水道サービスお客さま満足度の高い水道サービス

（２）（２） 市民との協働による応急給水対策の強化市民との協働による応急給水対策の強化

（５）（５） 横浜のおいしい水検定横浜のおいしい水検定

※※ 水のマイスター制度水のマイスター制度

※※ 出前水道教室出前水道教室
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横浜市の水源状況

川井浄水場

西谷浄水場

道志川系統

企業団相模川系統

山梨県

神奈川県

丹沢湖
馬入川系統

企業団酒匂川系統

相模湖系統

津久井湖

相模湖

宮ヶ瀬湖
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横浜市水源かん養林の状況横浜市水源かん養林の状況

人工林
1,032ha

36%

ガケ・沢
297 ha

10%

天然林
1,544ha

54%
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水水 源源 林林 整整 備備 体体 系系

道志村
林野面積
（7,434ha）

横浜市保有林
（2,873ha）

民 有 林
（3,665ha）

その他公有林等
（896ha）

管理計画に基づく計画的な
整備（大正８年度～）

道志水源林ボランティア事業
（平成16年度～）

水源エコプロジェクト
（平成21年度～）

水のふるさと道志の森基金
（平成18年度～）

道 志 村

道 志 村 民
NPO法人

道志・森づくりネットワーク
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３－（１）３－（１） 市有林の整備市有林の整備
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第第1010期管理計画基本方針期管理計画基本方針

水源かん養機能水源かん養機能のの向上向上を主な目的とを主な目的と

して管理する。して管理する。

人工林は、間伐等適正な管理をしな人工林は、間伐等適正な管理をしな

がら、がら、複層林化、混交林化複層林化、混交林化を目指す。を目指す。

天然林は、人工的な管理は行なわず、天然林は、人工的な管理は行なわず、

自然の推移自然の推移に委ねる。に委ねる。
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水源エコプロジェクト（水源エコプロジェクト（WW--ecoeco’’pp））
●● 目目 的的

・企業や団体の皆様と協働で、道志村に所有する横浜市・企業や団体の皆様と協働で、道志村に所有する横浜市
水道局の水源涵養林の整備を推進水道局の水源涵養林の整備を推進

・森林整備、水源保全の大切さをいっしょに・森林整備、水源保全の大切さをいっしょにPRPR

●● 内内 容容

・３年間以上、森林整備（下草刈り、枝打、間伐など）に係・３年間以上、森林整備（下草刈り、枝打、間伐など）に係
るる費用を寄附費用を寄附

・森林の名称設定可能・森林の名称設定可能

・職員・社員研修等支援・職員・社員研修等支援
・森林整備後、山梨県の「やまなしの森づくり・・森林整備後、山梨県の「やまなしの森づくり・CO2CO2吸収認吸収認

証制度」に基づき申請証制度」に基づき申請
・横浜市地球温暖化対策計画書制度での・横浜市地球温暖化対策計画書制度でのCO2CO2排出量相排出量相

殺に使用可能殺に使用可能 などなど
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協定締結企業等一覧協定締結企業等一覧

約約9.09.0haha33年間（年間（2244～～2266年度）年度）横浜読売会横浜読売会

約約3.3.00haha33年間（年間（2233～～2255年度）年度）パシフィックコンサルタンツパシフィックコンサルタンツ㈱㈱

約約3.3.88haha33年間（年間（2233～～2255年度）年度）神奈川ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧﾐﾘｰ会神奈川ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧﾐﾘｰ会
約約4.04.0haha33年間（年間（2233～～2255年度）年度）㈱㈱エコシティサービスエコシティサービス
約約8.08.0haha44年間（年間（2233～～2266年度）年度）㈱㈱清光社清光社
約約6.06.0haha33年間（年間（2233～～2255年度）年度）東京ガスエコモ東京ガスエコモ㈱㈱

約約72.4ha72.4ha合計合計

約約3.3.00haha33年間（年間（2222～～2424年度）年度）生活協同組合コープかながわ生活協同組合コープかながわ

約約5.65.6haha33年間（年間（2222～～2424年度）年度）㈱㈱ファンケルファンケル

約約3.5ha3.5ha33年間（年間（2222～～2424年度）年度）（社）神奈川県宅地建物取引業協会（社）神奈川県宅地建物取引業協会

約約10.810.8haha55年間（年間（2222～～2626年度）年度）㈱㈱ブリヂストンブリヂストン

約約115.7ha5.7ha55年間（年間（2121～～2525年度）年度）㈱㈱京急百貨店京急百貨店

整備面積（予定）整備面積（予定）整備期間整備期間企業・団体名企業・団体名
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協定締結企業・団体さま協定締結企業・団体さま

神奈川ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧﾐﾘｰ会神奈川ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧﾐﾘｰ会FF

横浜読売会横浜読売会KK生活協同組合コープかながわ生活協同組合コープかながわEE

ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ株式会社株式会社JJ株式会社ファンケル株式会社ファンケルDD

東京ガスエコモ株式会社東京ガスエコモ株式会社II神奈川県宅地建物取引業協会神奈川県宅地建物取引業協会CC

株式会社清光社株式会社清光社HH株式会社ブリヂストン株式会社ブリヂストンBB

株式会社エコシティサービス株式会社エコシティサービスGG株式会社京急百貨店株式会社京急百貨店AA

企業・団体名企業・団体名企業・団体名企業・団体名

J

K
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３－（２）３－（２） 民有林の整備民有林の整備

「道志水源林ボランティア事業」・
「横浜市水のふるさと道志の森基金」
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道志の森基金とボランティア事業の関係道志の森基金とボランティア事業の関係

５年間で

約2,000万円

５年間で

約1,600万円
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貯水槽水道巡回点検貯水槽水道巡回点検

区 分 適用法令

受

水

槽

以

下

設

備

貯

水

槽

水

道

小
規
模
受
水
槽
水
道

専用水道
水道技術管理者を配置し、その者が
水質管理及び施設管理を行う

簡易専用水道（受水槽有効容量１０ｍ３超）

・管理責任は設置者
・設置者に年1回の定期清掃及び検査義務
・市長は、改善命令、給水停止命令ができる。

受水槽有効容量 8ｍ３超～10ｍ３以下
・管理責任は設置者

・設置者に年1回の定期清掃及び検査義務
・市長は、改善命令、給水停止命令がで
きる。

受水槽有効容量 8ｍ３以下

管理状況の定期検査義務なし、市長は、改
善命令、給水停止命令ができる

水道法

水道法

横浜市簡易給水
水道及び小規模
受水槽水道にお
ける安全で衛生
的な飲料水の確
保に関する条例

横浜市における受水槽以下設備の区分と法体系
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平成22年度末施設数

１７，７３５
計

７，７０８8 以下

１，３７１
8 超～
10 以下小規模

受水槽水道

８，６５６10 超簡易専用水道

施設数受水槽有効容量
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小規模受水槽水道
（有効容量１０ｍ3以下）

･簡易専用水道に準じた管理

貯水槽水道の管理の充実貯水槽水道の管理の充実
衛生行政

簡易専用水道
（有効容量１０ｍ3超）

・管理基準の遵守

・第三者機関による検査の受検

条例・要綱に
よる規制，指導

水道法による
規制

・検査結果に基づく
改善指示
・給水停止命令
・報告徴収，立入検査

・簡易専用水道に
準じた規制，指導

・適切な管理，
検査受検の指導
・施設への立入，
改善の助言，勧告

給水契約

利 用 者

供
給
規
程
に
基

づ
く
適
正
管
理

の
確
保

・施設の管理状況等

給水契約

貯 水 槽 水 道 設 置 者
水の供給者

都

道

府

県
・政

令

市

水

道

事

業

者

水道事業者と連携
した取組みの強化

地域の実情に応じ
た積極的な関与

検査の徹底
管理の改善

情 報 提 供
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貯水槽水道に関する貯水槽水道に関する横浜市横浜市条例文条例文
管理者：水道事業管理者

管理者の責任（水道条例第36条２）
管理者は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めると

きは、当該貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を
行うことができる。

管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理
等に関する情報提供を行う。

管理者は、貯水槽水道の利用者から給水栓の水質について
検査の請求を受けたときは、必要な水質検査を行い、その結果
を請求者に通知する。

設置者の責任（水道条例第36条３）
貯水槽水道の設置者は、法及び横浜市簡易給水水道及び小

規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する
条例（平成3年12月横浜市条例第56号）に定めるところによ
り当該貯水槽水道を適正に管理し、及びその管理の状況に関す
る検査を受けなければならない。
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貯水槽水道巡回点検実施施設数貯水槽水道巡回点検実施施設数

20,7716,5984,1385,0984,494443計

9,6723,2822,1122,1501,936192
小規模受水槽水道
（受水槽有効容量

8 以下）

1,609440259271470169
小規模受水槽水道
（受水槽有効容量

8 超～10 以下）

9,4902,8761,7672,6772,08882
簡易専用水道

（受水槽有効容量
10 超）

計
22

年度

21
年度

20
年度

19
年度

18
年度
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（単位：件）

１７６３３６８０４合 計

１２９２４２５６８
受水槽周辺に荷物があ
る

２１５４１３６
受水槽フタのがたつき・
鍵なし

１４２２７６
オーバーフロー管・通
気管の防虫網破れ

１２１８２４吐水口空間の不備

22年度21年度20年度指 摘 事 項

※吐水口については改善指導。その他は助言を行った箇所数

巡回点検の結果
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横浜市指定給水装置工事事業者表彰要綱横浜市指定給水装置工事事業者表彰要綱
（趣旨）（趣旨）

第１条第１条 この要綱は，横浜市指定給水装置工事事業者（以下「事業この要綱は，横浜市指定給水装置工事事業者（以下「事業
者」という。）の施工技術の向上並びに意欲の高揚をはかるた者」という。）の施工技術の向上並びに意欲の高揚をはかるた
め行う事業者の表彰について，必要な事項を定めるものとする。め行う事業者の表彰について，必要な事項を定めるものとする。

（表彰）（表彰）
第２条第２条 横浜市水道事業管理者（以下「管理者」という。）は，事業者横浜市水道事業管理者（以下「管理者」という。）は，事業者

のうち特に工事実績等がのうち特に工事実績等が優秀なものを表彰優秀なものを表彰し，記念品を授与し，記念品を授与
する。する。

（表彰の基準）（表彰の基準）
第３条第３条 表彰は，事業者で次のいずれかに該当するものに対して行う。表彰は，事業者で次のいずれかに該当するものに対して行う。

（１）（１） 給水区域内で給水区域内で継続して５年以上の給水装置工事実績継続して５年以上の給水装置工事実績を有し，を有し，
かつかつ前年度の工事施行内容が一定の評価基準を超えて前年度の工事施行内容が一定の評価基準を超えており，おり，
そのその功績が顕著功績が顕著であると認められるものであると認められるもの

（２）（２） 給水装置工事に関し，研究，考案及び改善等を行い，その給水装置工事に関し，研究，考案及び改善等を行い，その
功績が顕著であると認められるもの功績が顕著であると認められるもの

（３）（３） その他，横浜市水道事業管理者（以下「管理者」という。）が，その他，横浜市水道事業管理者（以下「管理者」という。）が，
特に表彰に値すると認めたもの特に表彰に値すると認めたもの

優良表彰者数 累計 468事業者
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１ 老朽管更新・耐震化の現況

① 前老朽管改良計画（平成１２～２２年）

８２１㎞ ⇒ 概ね完了

② 新老朽管改良計画（平成２３～３２年・第Ⅰ期）

新たな対象管１１００㎞を更新

年間１１０㎞

③ 口径50mmの老朽管更新が増大

更新延長 H23年度 20㎞ ⇒ H24年度 50㎞

予算 ４条予算１０㎞ ３条予算４０㎞

東日本大震災の被害 市内配水管漏水件数５０件
⇒３／４が50mm以下
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１－２１－２ 想定耐用年数想定耐用年数

9094km合 計

30km４０年その他

M.20～S.3949km昭和39年以前布設４０年鋳鉄管（モルタルライニング無）

S.40～S.46466km昭和40年代布設５０年鋳鉄管（モルタルライニング有）

S.46～1,382km４０年ビニールライニング鋼管

S.46～730km４０年耐衝撃性硬質塩化ビニル管

M.42～305km６０年鋼管

S.40～S.552,764kmﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ無７０年ダクタイル鋳鉄管

S.56～3,368kmﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ有８０年ダクタイル鋳鉄管

使用期間延長備考
耐用
年数

管種

平成22年度末時点の年代別布設延長を管種ごとの想定耐用年数で区分する。

※ その他はビニル管、ポリエチレン管、亜鉛鍍鋼管
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0
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年 S S S S S S S S S S S H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

代 16 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 99 103

不

明 年 度

管
路

延
長

（
ｋ

ｍ
）

現存する管（９，０００km） 更新（９，０００km）

２－２２－２ 更新需要延長（想定耐用年数超え）更新需要延長（想定耐用年数超え）

更新需要（想定耐用年数）ダクタイル鋳鉄管

鋼管

耐衝撃性硬質塩化ビニル管

ビニールライニング鋼管

鋳鉄管

その他

6-25



0

50

100

150

200

250

300

350

400

年 S S S S S S S S S S S H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

代 16 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 99 103

不

明 年 度

管
路

延
長

（ｋ
ｍ

）

腐食性土壌対策等
老朽化が進んでいる
ポリスリーブ無の
ダクタイル鋳鉄管
を前倒し

鋳鉄管を平準化
H32まで

平準化

平準化
・ポリスリーブ無のVLGPはH32まで
・ポリスリーブ有のVLGPはH62まで
・HIVPはH42まで

ポリスリーブ有の
非耐震管は一部前倒し

現存する管（９，０００km） 更新時期（９，０００km）【平準化策】

年間更新延長
110km

管路診断により
健全なポリスリーブ無
のダクタイル鋳鉄管を
先送り（約1,000km）

更新需要（想定耐用年数）ダクタイル鋳鉄管

鋼管

耐衝撃性硬質塩化ビニル管

ビニールライニング鋼管

鋳鉄管

その他

２－３２－３ 更新需要平準化更新需要平準化

6-26



0

50

100

150

200

250

300

350

400

年 S S S S S S S S S S S H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

代 16 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 99 103

不

明 年 度

管
路

延
長

（
ｋ

ｍ
）

0

50

100

150

200

250

300

350

400

事
業

費
（

億
円

）

現存する管（９，０００km） 平準化後（９，０００km）更新周期８０年

年間更新延長１１０km

２－４２－４ 更新需要平準化実施後更新需要平準化実施後
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「ＹＯＫＯＨＡＭＡ「ＹＯＫＯＨＡＭＡ ＷＡＴＥＲＷＡＴＥＲ ＨＥＲＯ」ＨＥＲＯ」

自然科学系の部活動を行っている自然科学系の部活動を行っている
市内の中学校２校の生徒市内の中学校２校の生徒2323人人が「が「水を学ぶ水を学ぶ」」

平成２３年平成２３年７月７月～１２～１２月月
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本プログラムは、水を学び水に親しむ機会を持本プログラムは、水を学び水に親しむ機会を持
ち、それを実感することで、水道事業への理解をち、それを実感することで、水道事業への理解を
深め、生徒自らが「水のヒーロー」となり、自身の深め、生徒自らが「水のヒーロー」となり、自身の
将来の目標へと結び付けていくことを狙ったプロ将来の目標へと結び付けていくことを狙ったプロ
グラム。グラム。

横浜水道の歴史

(7/9)

野毛山～

開港記念会館
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㈱㈱ファンケルがリーダーシップをとり、水について真剣にファンケルがリーダーシップをとり、水について真剣に
考え行動を起こす「水プロジェクト」考え行動を起こす「水プロジェクト」

「ＹＯＫＯＨＡＭＡ「ＹＯＫＯＨＡＭＡ save the watersave the water」」
オリジナルの教材テキストは、オリジナルの教材テキストは、水道局監修水道局監修によりにより㈱㈱スタジスタジ

オゲンクマガイオゲンクマガイのデザイナーが作成、印刷はのデザイナーが作成、印刷は富士ゼロック富士ゼロック
スス㈱㈱が協力するなど、各分野の専門性を活かした企業協が協力するなど、各分野の専門性を活かした企業協
働を行ったほか、働を行ったほか、実践女子大学実践女子大学の学生による学習支援をの学生による学習支援を
取り入れるなど、産取り入れるなど、産･･学学･･公連携のプログラムとなった。公連携のプログラムとなった。
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水道の歴史から水処理の仕組みや水源林の役割、水道水道の歴史から水処理の仕組みや水源林の役割、水道
の安全を支える技術、世界の水事情について、６回にわの安全を支える技術、世界の水事情について、６回にわ
たり学んだ。最終回となるたり学んだ。最終回となる１２１２月月１６１６日には、はまピョン日には、はまピョン
カップ（水道局業務改善大会）の中で活動報告を行い、修カップ（水道局業務改善大会）の中で活動報告を行い、修
了証の授与を行った。了証の授与を行った。
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よこはまのおいしい水検定

３級

未来を担う若年層をはじめ、
多くの方に水道を知っていた
だくきっかけ作り。

７７％７７％８２％８２％合格率合格率

４４,,５２３５２３１１,,９９２９９２受験者数受験者数

平成２３年平成２３年平成２２年平成２２年
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よこはまのおいしい水検定 ２級

水道や水道事業に関する幅広
い知識を問い、水道事業の具
体的な内容を理解していただく。

⇒水道局への理解者が増える

１３４１３４

（６９（６９..１％）１％）
合格者数合格者数

１９４１９４受験者数受験者数
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出前水道教室
「横浜の水はどこからくるの？どうやってきれ

いにするの？」

小学４年生を対象に、水がどのように横浜の蛇口まで
たどり着くのかを理解していただきます。

また、ろ過実験に参加し体験することで、安全な水道水
ができる仕組みを実感していただきます。
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【授業内容】 １回の講座時間は９０分程度です。内容

は、各学校・町内会の要望に応じて対応しています。

講座内容の例

○ 水道の講座（30～45分）

水源から蛇口まで、水はどうやって届くのか？
○ ろ過実験（30～45分）

実際に体験し、浄水の仕組みを学びます。
○ きき水テスト（30～45分）

水道水と色々な水を飲み比べてみよう。
○ 災害時の水（30～45分）

いざという時の備えは？どこにいけばいいの？
○ 水に関するよもやま話（30～45分）

水に関する豆知識
○ 市民の方向けの講座も用意しております。
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【２２・２３年度実績】

16,97118417,369193出前水道
計

2,123221,41216出前水道
講座

14,84844616215,957482177出前水道
教室

参加者
数

クラス回数
参加者

数
クラス回数

23年度22年度
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水のマイスター水のマイスター

平成１８年度から、水や水道に関心をお持ちの
方々に、水のマイスターとしてご登録いただいてい
ます。

ご登録いただいた方々に向けて、水と水道につ
いて、様々な知識と経験を蓄積していただく講習
会などを開催しています。

また、学んだ知識と経験を発揮するイベントなど
に参加いただき、市民の立場から水と水道につい
てメッセージを発信していただいています。
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水のマイスター制度は、ポイント制を採用してい
ます。

水道局が実施する水のマイスター活動に参加い
ただく毎に1ポイント獲得します。

１年間活動いただいた結果、５ポイント以上獲得
しますと、一つ☆（ほし）マイスターとして認定さ
れます。

最短５年間で最高位の五つ☆マイスターまで進
むことができますが、マイペースで進んでいただ
いても構いません。

約５０名

水のマイスター水のマイスター
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１ 講座参加

水道局が主催・共催する様々な講座を
ご案内

※ 横浜市水道局とＪＩＣＡ国際協力機構が
開催した「国際協力講演会～アフリカと水を
もっと知ろう」

※ 水彩生活菊名店の「水回りのお手入れ
セミナー」
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２ イベント活動

水道局職員と一緒に参加していただき、来場された一般
のお客さまに、水のマイスターから情報発信

例

※ 主に子ども達を対象に、ろ過実験やきき水などを通し
水の大切さを教えていただきました。

※ 水道記念館において、水道局の歴史や防災への取
組みを学んでいただき、来場されたお客さまや施設見学
会に来た小学生にガイドをしていただきました。
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３ 活動レポート等の執筆

水のメッセンジャーとしての活動いついて、レ
ポートを提出いただいています。

ご自身の経験や知識を発信し、水のマイスター
の間だけでなく、水道局職員向けの局内報などに
も掲載し、全体で情報を共有しています。
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市民との協働による応急給水訓練

水道局と地域防災拠点運営委員会と連携し 地震災
害による断水時に、災害用地下給水タンクから応急給
水を独自に行えるよう、地域住民参加の訓練等を毎年
定期的に行っています。

また、災害用地下給水タ
ンクからの応急給水を行
えるようにするなど、市民
との協働で取り組む体制
づくりを進めています。
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【訓練内容】
応急給水拠点や災害用地下給水タンク概要説明
ご家庭での水の備蓄について

（1人1日3 、3日分で9 ）

応急給水資機材の組み立てなど

【２２・２３年度実績】

28,73526,822人数

184178回数

23年度22年度防災訓練

※２３年度実績は３月１日現在
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ご清聴ありがとうございました。
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